
医療法人社団 三思会 くすの木病院 

 

入院時の食事療養の標準負担額（患者様負担） 

所得区分 令和７年３月末 

まで 

令和７年４月 

から 69歳まで 70歳以上 

区分 ア 現役並 Ⅲ 

1食４９０円 1食５１０円 
区分 イ 現役並 Ⅱ 

区分 ウ 現役並 Ⅰ 

区分 エ 一般 

区分 オ 低所得 Ⅱ 1食 230円 1食 2４0円 

区分 オ 

長期該当 

低所得 Ⅱ 

長期該当 
1食１８0円 1食１９0円 

 低所得 Ⅰ 1食 110円 1食 110円） 

入院時の食事療養費 

負担額が変わります 
 

厚生労働省の決定により、物価高騰等に伴い

食事療養費の負担額が令和７年４月１日から

変更となります。（全医療機関で共通の値上げ金額です。） 

※ 流動食のみを提供する場合以外となります。 

※ 値上げ対象外となる区分もございます。詳しくは医事担当者へご確認ください。 


